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くらなび会員大募集！ 

 （公社）ふくい・くらしの研究所（愛称：くらなび）では、

食・環境・消費生活などくらしのさまざまな分野で、地域

にお役立ちできる講座や活動をしています。 

 会員には、参加料金の割引などの特典もあります。 

ぜひ、会員にご登録ください。（年会費：1,000 円） 

くらなびホームページをご覧ください 

http://ｗｗｗ.kuranavi.jp 
くらなびの事業・イベント案

内等、最新の情報が掲載さ

れています。ぜひ一度ホー

ムページを覗いてみてくだ

さい。（Facebook も） 

HP QR コード 

－国民生活センターより－ 

 ～ 配置薬 ～  

使用期限が切れて処分したら代金を請求された 

 配置薬の業者が、ここ 6 年ほど薬の入れ替えに来なかっ

たので、1 年前に、残っていた使用期限切れの薬を廃棄し

た。しかし、最近になって突然、業者が来訪し、 

「もう一度、置かせてほしい」と勧誘してきた。断ったと

ころ、廃棄した分を含む薬代3万 8千円を支払うように言

われた。（70歳代 女性） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
＜ひとこと助言＞ 

★「配置薬」とは、販売員が消費者宅へ薬を預け、次回の来訪

時に消費者が使った分の薬代を支払う仕組みです。 

配置薬は、勝手に処分するとその分の代金を請求される場合

があります。 

★長期間訪問がない場合でも、使わない薬は自分の判断で処

分せず、解約を申し出て引き取ってもらいましょう。 

★配置薬の販売員には、法律により身分証明書の携帯が義務

付けられています。来訪時には、提示を求め、連絡先をメモし

ておきましょう。 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご

相談ください 

 （消費者ホットライン 188）。 

秋から冬にかけて、旬をむかえる地元産の魚。自分でおろして、新鮮な

刺身はもちろん、煮付け用などにも、一尾丸ごと味わいます！特別な道

具はいりません。数をこなすことが上達への道です。最初の一歩を踏み

出してみませんか！ 

 

10月と 11月に開催される『くらしの講座』です。くらしに役立つ・

気になるテーマを取り上げます。只今好評受付中！特に 10月の講

座については、お早めにお申込みください。 

こちらも、テーマは魚の三枚おろし。Ｇ－Ｇクッキングにお任せください！ 

ひとりで習得するのが難しい技術も丁寧にお教えします。 

http://www.kuranavi.jp/

